
宇治市上下水道部車両広告取扱要項 

 

（趣旨） 

第１条 この要項は、宇治市上下水道部（以下「上下水道部」という。）が所有す

る車両への広告の掲載に関する事項のうち、宇治市上下水道部広告掲載要項（以

下「掲載要項」という。）及び宇治市上下水道部広告掲載基準（以下「掲載基準」

という。）に定めのない事項について定めるものとする。 

 

（広告の募集） 

第２条 広告の募集は、市広報媒体（市ホームページ等）への掲載その他の方法

により行うものとする。 

 

（広告の規格及び掲載数、掲載位置、掲載期間） 

第３条 広告の規格及び掲載数、掲載位置、掲載期間については、別に定めるも

のとする。 

 

（広告掲載希望者の条件） 

第４条 広告掲載希望者の条件については、掲載基準に定めるもののほか、別に

定めるものとする。 

 

（広告掲載の承認申請） 

第５条 広告の掲載を希望する者（以下「広告主」という）は、掲載要項及び掲

載基準に従い、「宇治市上下水道部車両広告掲載承認申請書（様式第１号）」及

び掲載しようとする広告のデータとそのプリントアウト（以下、「広告原稿」と

いう）を、上下水道部が指定する期日までに提出し、上下水道部の審査を受け

なければならない。 

２ 掲載しようとする広告原稿の作成費用は、原則として広告主が負担する。 

３ 広告主は、広告の掲載の継続を希望する場合は、「宇治市上下水道部車両広告

（継続）掲載承認申請書（様式第２号）」を上下水道部が指定する期日までに提

出し、上下水道部の審査を受けなければならない。 

 

（広告の内容の基準等） 

第６条 広告は公共性、中立性及び品位を損なわないもので、掲載要項及び掲載

基準に適合するものとする。その他、次の留意事項を遵守するものとする。 

⑴広告の表現について、宇治市の事業であると誤認するおそれのある表現は避

けること。 

⑵上下水道部の事業の性格上認められないもの 

①市指定給水装置工事事業者及び市指定排水設備工事事業者関連のもの 

②浄水器及び活水器関連の内容のもの 

③飲料水関連の内容のもの 

④広告の対象となるものを、上下水道部が推奨しているかのような誤解を与

える内容のもの 



⑶車両運行上の支障とならないこと。 

⑷周囲の運転者の注意力を散漫にさせるおそれのないものとすること。 

⑸その他道路交通安全を阻害するおそれのないものとすること。 

⑹広告の内容について疑義が生じた場合は、その都度、上下水道部と協議する 

 こと。 

 

（広告掲載の決定及び通知） 

第７条 第５条第１項及び第３項に基づく審査の結果は、「宇治市上下水道部車両

広告掲載審査結果通知書（様式第３号）」により、広告主に通知するものとする。 

 

（掲載方法） 

第８条  広告物の掲載は、マグネットシートの貼付によるものとし、車体塗装は 

行わないものとする。 

 

（広告物の作成） 

第９条 広告は広告主の責において作成し、その費用は全て広告主が負担するも

のとする。車両への掲載及び撤去についても同様とする。 

２ 広告主は広告物の掲載又は撤去を行おうとするときは、車両の運行業務に支

障が生じないように上下水道部と協議の上、日程等を決定し、上下水道部の指

示に従って施工するものとする。 

３ 広告物の掲載又は撤去により、車体表面、塗装、構造等を毀損又は破損した

ときは広告主が費用を負担して現状回復するものとする。 

 

（広告物の修復） 

第１０条 天災その他の不可抗力による場合を除き、広告掲載の期間中に上下水

道部の責において広告物が毀損又は破損したときは、上下水道部が費用を負担

して修復を行うものとする。ただし、修復期間中及び定期点検期間中の掲載料

については返還の対象としないものとする。 

２ 経年に起因する広告物の色褪せなどの劣化については、上下水道部が費用を

負担する修復の対象としないものとする。 

 

（広告掲載料の納付） 

第１１条 広告主は、広告の掲載料を上下水道部の定める期日までに、上下水道

部の発行する納入通知書により一括して納入しなければならない。 

 

（広告内容の責任） 

第１２条 広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。 

 

（広告内容の変更） 

第１３条 上下水道部は、広告の内容等が、審査等により掲載基準等に反すると

判断したときは、広告主に対して広告の内容の変更等を指示することができる。 

２ 広告主は、前項の指示を受けたときは、これに従わなければならない。 



（広告掲載の取消） 

第１４条 上下水道部は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告主への催

告その他の手続きを要することなく、広告の掲載を取り消すことができる。 

⑴指定する期日までに広告掲載料を納付しなかったとき。 

⑵前条の規定による広告内容の変更を広告主が行わないとき。 

⑶広告主又は広告の内容が法令等に違反している、もしくはそのおそれがある、                

 又はこの要項等に抵触し、前条の規定によっても解消できないとき。 

⑷前３号に規定するもののほか、上下水道部が広告掲載を適切でないと判断し   

 たとき。 

⑸宇治市屋外広告物条例に違反している場合で、市の指導に従わなかったとき。 

⑹上下水道使用料を滞納し、上下水道部の指導に従わなかったとき。 

２ 上下水道部は、前項第２号から第６号までの規定により広告掲載を取り消し

たときは、納付済みの広告掲載料は返還しないものとする。 

 

（広告掲載料の返還） 

第１５条 納付された広告掲載料は、原則として返還しないものとする。ただし、

広告掲載者の責めに帰さない事由により広告の掲載を取消し、又は掲載中の広

告を撤去し、若しくは広告掲載を一時中止した場合は、この限りではない。広

告主へ広告掲載料を返還する場合は、広告掲載に係る期間を１か月単位で認定

して算出する。この場合において広告掲載の期間に１か月未満の端数があると

きには１か月として算出する。 

 

（補則） 

第１６条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

 

附 則 

この要項は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（様式第１号） 

宇治市上下水道部車両広告掲載承認申請書 

 

平成  年  月  日  

宇治市長 宛て 

 

宇治市上下水道部車両への広告掲載を希望しますので、「宇治市上下水道部広告掲載

要項」、「宇治市上下水道部広告掲載基準」、「宇治市上下水道部車両広告取扱要項」

及び「宇治市上下水道部車両広告募集要項」を確認の上、会社案内（パンフレット等）

及び広告原稿（データ及びプリントアウト）を添付して申請します。 

掲載した広告により、収集した個人情報については、取り扱いに十分留意するととも

に、広告に掲載した内容の利用目的以外の用途には使用しません。 

所在地  

名 称 

（名称・商号） 
 

代表者名 

（役職名・氏名） 

（ふりがな） 

㊞ 

担当者名 

（ふりがな） 

 

(連絡先)電話：           ＦＡＸ： 

    Ｅメール： 

掲載希望枠数 枠 

掲載希望予定期間 平成  年  月  日 ～ 平成  年  月末日 

宇治市内における 

屋外広告物の有無 

有   ・   無 

※有の場合：設置場所（宇治市                   ） 

 

遵守事項 

（確認の上、右の□にレ点

チェックすること） 

１．宇治市上下水道部広告掲載基準第３条の各号に定める規制業種又は事業者でないこと 

２．地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと        

３．宇治市に対して市税を滞納していないこと（納税義務がある場合）    

４．法人税（個人の場合は申告所得税）を滞納していないこと        

５．消費税及び地方消費税を滞納していないこと              

６．宇治市屋外広告物条例に違反していないこと 

７．上下水道使用料を滞納していないこと 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

その他 

申請にあたって、宇治市上下水道部が宇治市税・上下水道使用料の納付

状況及び屋外広告物の調査を行うことに同意します。 

 

（代表者氏名）                ㊞ 

※上記所在地が本店でない場合や個人事業者である場合は、記載してください 

本店でな

い場合 

法人登録社名  

法人登録所在地  

個人事業

者である

場合 

事業主の住民登録 

がある所在地 

 

事業主の生年月日          年     月     日 



 

（様式第２号） 

宇治市上下水道部車両広告（継続）掲載承認申請書 

 

平成  年  月  日  

宇治市長 宛て 

 

宇治市上下水道部車両への広告継続掲載を希望しますので、「宇治市上下水道部広告

掲載要項」、「宇治市上下水道部広告掲載基準」、「宇治市上下水道部車両広告取扱要

項」及び「宇治市上下水道部車両広告募集要項」を確認の上、申請します。 

掲載した広告により、収集した個人情報については、取り扱いに十分留意するととも

に、広告に掲載した内容の利用目的以外の用途には使用しません。 

所在地  

名 称 

（名称・商号） 
 

代表者名 

（役職名・氏名） 

（ふりがな） 

㊞ 

担当者名 

（ふりがな） 

 

(連絡先)電話：           ＦＡＸ： 

    Ｅメール： 

掲載希望枠数 枠 

掲載希望予定期間 平成  年  月  日 ～ 平成  年  月末日 

宇治市内における 

屋外広告物の有無 

有   ・   無 

※有の場合：設置場所（宇治市                   ） 

 

遵守事項 

（確認の上、右の□にレ点

チェックすること） 

１．宇治市上下水道部広告掲載基準第３条の各号に定める規制業種又は事業者でないこと 

２．地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと        

３．宇治市に対して市税を滞納していないこと（納税義務がある場合）    

４．法人税（個人の場合は申告所得税）を滞納していないこと        

５．消費税及び地方消費税を滞納していないこと              

６．宇治市屋外広告物条例に違反していないこと 

７．上下水道使用料を滞納していないこと 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

その他 

申請にあたって、宇治市上下水道部が宇治市税・上下水道使用料の納付

状況及び屋外広告物の調査を行うことに同意します。 

 

（代表者氏名）                ㊞ 

※上記所在地が本店でない場合や個人事業者である場合は、記載してください 

本店でな

い場合 

法人登録社名  

法人登録所在地 
 

個人事業

者である

場合 

事業主の住民登録 

がある所在地 

 

事業主の生年月日          年     月     日 



 

（様式第３号） 

 

  

平成  年  月  日 

  

         様 

 

 

 宇治市長 山本 正 

 

 

 

宇治市上下水道部車両広告掲載審査結果通知書 

 

 

    年 月 日付で申請のありました宇治市上下水道部車両への広告掲載

について、次のとおり決定しましたので通知します。 

 

 

 

記 

 

 

審査結果  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


